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研究要旨：昨年度に続き回腸嚢炎の寛解の定義を検討し、決定した。既存の診断基準、難治の定

義との齟齬のなきよう注意を払った。以下にその定義を記す。 

「臨床的寛解」は、強力な治療＊を中止し、診断基準にあげた臨床症状が消失した状態を１ヶ月間

以上継続した状態を指す。内視鏡検査を施行した場合には、診断基準にあげた中等度以下の所見

を認める状態とする。（＊強力な治療とは、抗菌剤、プレドニゾロン、免疫調節剤、生物学的製剤、

血球成分除去療法を指す。） 

必要に応じ改定する。今後の方向性としては、各種治療法の臨床的寛解導入率の比較や、現実に

行われている抗菌剤長期連用における問題点の解明が挙げられる。 
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Ａ．研究目的 

潰瘍性大腸炎に対する肛門温存手術の増加に

つれて、回腸嚢炎は珍しい疾患ではなくなった。

抗菌剤投与が治療の第１選択であるが、抗菌剤抵

抗性あるいは依存性を示す「難治」例が散見され

るようになってきた。平成２２年度に「難治」を

定義した際に行ったアンケート調査では、全手術

症例の約 5％に難治例が認められた。 

現時点では、回腸嚢炎の病因は不明であり根治

的な治療法が確立されていないことから、「寛解」

導入あるいは「寛解」維持という考え方が必要に

なる。そのためには、まず、「寛解」を定義する

ことが必要である。また、「寛解」の定義を確立

しておくことは、将来的に医療給付の面から不可

欠である。本研究の目的は、回腸嚢炎の「寛解」

を定義することである。 

 

Ｂ．研究方法 

６名のワーキンググループ（藤井、池内、飯合、

小金井、東、福島）を結成し、討議により「寛解」

の定義試案を作成した。さらに、外科系関係者の

合議によりコンセンサス形成によって、定義を決

定した。 

（倫理面への配慮） 

今回の「寛解」の定義案を作成する過程におい

ては、個人情報をはじめとする倫理的な問題点は

生じないものと判断された。 



 

Ｃ．研究結果 

昨年度の研究において、以下の３案を土台に協

議を進めた。以下にその３案を示す。 

（案 1）寛解は、すべての治療を中止し診断基準

にあげた臨床症状が消失した状態を１ヶ月間以

上継続した状態を指す。 内視鏡的には、診断基

準にあげた中等度以下の所見を認める状態。  

（案 2）寛解は、強力な治療＊を中止し診断基準に

あげた臨床症状が消失した状態を１ヶ月間以上

継続した状態を指す。内視鏡的には、診断基準に

あげた中等度以下の所見を認める状態。（＊強力

な治療とは、抗菌剤、プレドニゾロン、免疫調節

剤、生物学的製剤、血球成分除去療法を指す ）  

（案 3）寛解は、診断基準にあげた臨床症状がす

べて消失した状態を１ヶ月間以上継続した状態

を指す。内視鏡的には、診断基準にあげた中等度

以下の所見を認める状態。  

 協議によって以下の文面とすることになった。 

回腸嚢炎治療における「臨床的寛解」の定義 

「臨床的寛解」は、強力な治療＊を中止し、診断

基準にあげた臨床症状が消失した状態を１ヶ月

間以上継続した状態を指す。内視鏡検査を施行し

た場合には、診断基準にあげた中等度以下の所見

を認める状態とする。（＊強力な治療とは、抗菌

剤、プレドニゾロン、免疫調節剤、生物学的製剤、

血球成分除去療法を指す。） 

 欧米では、Pouchitis Disease Activity Index

（PDAI）あるいはそこから組織学的所見を省いた

modified PDAI が用いられる場合が多い。寛解の

定義にあたっては、とくに modified PDAI との齟

齬を避ける配慮が必要である。今回の「臨床的寛

解」の定義において、内視鏡検査を実施し（内視

鏡検査は必須ではない）診断基準にある中等度の

所見項目を認めた場合は、臨床所見が消失しても

mPDAI で Pouchitis と診断される可能性がある。

しかし、その場合には内視鏡的に多彩な病像によ

り中等度の所見のほとんどの項目を満足するこ

とが必要であり、現実的にはあまり生じないと考

えられる。また、寛解を「臨床的寛解」と定義し

たことで、内視鏡的炎症所見とは切り離して扱う

こともできる。 

 

Ｄ．考察 

本研究によって、回腸嚢炎の臨床経過を客観的

に記述することが可能になったと考えられる。 

今後、抗菌剤依存性あるいは抵抗性の症例に対し

て新しい治療法が試みられるものと考えられる

が、その際の治療効果を比較検討する上で、「臨

床的寛解」を明確に定義することが重要である。 

臨床現場を考慮すると、「寛解状態」の判定に内

視鏡検査を必須とするのは現実的でない。一方、

内視鏡検査は病態の把握や治療効果の判定や治

癒機転の解析などには極めて重要と考えられる。

従って、内視鏡検査が寛解の判断に不可欠ではな

いが、積極的に施行される状況が望ましいと考え

られる。 

一連の回腸嚢炎に関する臨床研究によって、内

視鏡アトラス、診断基準、治療指針の作成、難治

および臨床的寛解の定義などを行ってきた。臨床

研究をより客観的に記述し検討することが可能

となった。 

今後、難地底に対する治療法を中心に研究が進

展することを期待する。 

 

Ｅ．結論 

回腸嚢炎における「臨床的寛解」の定義を決定し

た。臨床的寛解の定義付けは、難治例の治療法の

確立をはじめとする様々な臨床研究の進展に貢

献しうるものと考えられる。 
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